
議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 46 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 塙町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

要 旨 

 

【改正理由】 

 令和元年 10月消費税引き上げに伴う、介護保険料軽減のため条例

の一部を改正する。 

 

【具体的な内容】 

 世帯の全員が住民税非課税世帯の被保険者の保険料を軽減する。

基準額(64,800)円に対する割合 

保険料の額(年額)  改正前      改正後 

・第 1段階    0.375(24,300円)⇒0.3(19,440円) 

・第 2段階    0.625(40,500円)⇒0.5(32,400円) 

・第 3段階    0.750(46,980円)⇒0.7(45,360円) 

 

【施行期日】 

 公布の日から施行します。 

 

 

 

担当課 健康福祉課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 47 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 塙町辺地総合整備計画の変更について 

要 旨 

 

【提出理由】 

  令和 2年度に実施する予定の湯岐辺地に係る事業「木野反分館

施設建設事業」について事業費の変更を行い、辺地対策事業債の

対象事業とする。 

以上、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別

措置等に関する法律（昭和 37 年法律第 88 号）第 8 項の規定によ

り、湯岐辺地に係る総合整備計画を変更する。 

 

 

 

担当課 総務課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 48 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 令和 2年度塙町一般会計補正予算（第 2号） 

要 旨 

 

【具体的な内容】 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 218条第 1項の規定によ

り、令和 2年度塙町一般会計補正予算（第 2号）を議会に提出し、

議決を求めるもの。 

本予算は、歳入で、使用料及び手数料・国庫支出金・県支出金・

財産収入・繰入金・諸収入・町債を、歳出で、総務費・民生費・衛

生費・農林水産業費・商工費・土木費・教育費・予備費を、補正す

るものである。 

 

 

 

担当課 総務課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 49 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 令和 2年度塙町国民健康保険特別会計補正予算（第 1号） 

要 旨 

 

【具体的な内容】 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 218条第 1項の規定によ

り、令和 2年度塙町国民健康保険特別会計補正予算（第 1号）を議

会に提出し、議決を求めるもの。 

本予算は、歳入では国民健康保険税、県支出金、繰入金を、歳出

では保険給付費、国民健康保険事業費納付金及び予備費をそれぞれ

補正するものである。 

 

 

 

担当課 健康福祉課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 9 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 専決処分について（専決第 9号） 

要 旨 

 

【具体的な内容】 

地方自治法第 179条第 1項の規定により、令和 2年度塙町一般会

計補正予算（第 1号）を専決処分したため、同条第 3項の規定によ

り、これを議会に報告し、承認を求めるもの。 

本予算は、新型コロナウイルス対策に伴う特別定額給付金事業及

び子育て世帯への臨時特別給付金事業並びに町独自の子育て世帯

臨時給付金事業に対応するもので、歳入で国庫支出金を、歳出で総

務費、民生費を補正するものである。 

 

 

 

担当課 総務課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 1 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 令和元年度塙町繰越明許費繰越計算書について 

要 旨 

【報告理由】 

 地方自治法施行令第 146条第 2項の規定に基づき、令和元年度塙

町繰越明許費繰越計算書を議会へ報告するもの。 

 

【具体的な内容】 

 一般会計、老人福祉事業外 19事業について、繰越限度額 9億 1,301

万円のうち 7億 0,080 万 5千円を、公共下水道事業特別会計、特

定環境保全公共下水道事業について、繰越限度額 600万円のうち

600万円を令和 2年度に繰り越して執行するもの。 

 

 

 

担当課 総務課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 2 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 法人の経営状況について 

要 旨 

 

【報告理由】 

地方自治法第 243条の 3第 2項の規定に基づき、白河地方土地開

発公社の令和元年度経営状況を議会へ報告するもの。 

 

【具体的な内容】 

 ・令和 2年事業年度事業計画 

 ・令和元年事業年度事業報告 

 ・財務諸表 

 

 

 

担当課 総務課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 3 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 法人の経営状況について 

要 旨 

 

【報告理由】 

地方自治法第 243条の 3第 2項の規定に基づき、株式会社塙町振

興公社の令和元年度経営状況を議会へ報告するもの。 

 

 

【具体的な内容】 

 ・第 23期決算報告書（平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日） 

 ・事業報告書（平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日） 

 ・監査報告書 

 

 

 

担当課 まち振興課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 40 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等

に係る国民健康保険税等の減免に関する条例の制定について 

要 旨 

 

【制定理由】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定程度減少し

た被保険者等の税負担を軽減するため、国民健康保険税及び介護

保険料の減免に関する条例を制定する。 

 

【具体的な内容】 

  新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税及び介

護保険料の減免を行うにあたり、対象となる事由、減免の割合、

申請方法等必要な事項を定める。 

 

【施行期日】 

 公布の日から施行し、令和 2年 2月 1日から適用する。 

 

 

 

担当課 町民課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 41 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 塙町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

要 旨 

 

【改正理由】 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 26 号）、地

方税法施行令の一部を改正する政令（令和 2 年政令第 161 号）及

び地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和 2 年総務省令第

49 号）が令和 2 年 4 月 30 日にそれぞれ公布され、原則として同

日から施行されることに伴う改正。 

 

【具体的な内容】 

 ・固定資産税わがまち特例の特例率についての規定を定める。 

 ・軽自動車税の環境性能割の非課税適用期限の 6月延長。 

・新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例措置に関す 

る手続事項の細目等を定める。 

・新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例に関 

する事項の細目等を定める。 

・新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除 

の特例の改正。 

 

【施行期日】 

  公布の日から施行。 

一部については、令和 3年 1月 1日からの施行。 

 

 

 

担当課 町民課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 42 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 
塙町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課

税に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

要 旨 

 

【改正理由】 

 地域再生法第 17条の 6の地方公共団体等を定める省令の一部を

改正する省令が施行されたことに伴う改正。 

 

【具体的な内容】 

地方活力向上地域における企業活動の促進を図るため、地方活

力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた企業等が、一

定要件を満たす固定資産（土地、家屋、償却資産）を取得した場

合、条例により固定資産税の課税免除を適用しているが、新設又

は増設された施設等の取得の際に係る固定資産税の課税免除及び

不均一課税の期間を令和 4年 3月 31日まで延長。 

 

【施行期日】 

  公布の日から施行し、令和 2年 4月 1日から適用。 

 

 

 

   

担当課 町民課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 43 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 
塙町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

要 旨 

 

【改正理由】 

 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附

則第 1 条の 2 の傷病手当金支給に係る申請書の提出の受付をする

ため改正するものです。 

 

【具体的な内容】 

広域連合条例附則第 1条の 2の傷病手当金の支給に係る申請書

の提出の受付  

 

【施行期日】 

 公布の日から施行する。 

 

 

 

担当課  健康福祉課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 44 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 塙町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

要 旨 

 

【制定理由】 

国民健康保険制度は、様々な就業形態の被保険者が加入してお

り、新型コロナウイルス感染症の国内での更なる感染拡大をでき

る限り防止するため、労働者が感染した場合（発熱等の症状があ

り感染が疑われる場合を含む。）に休みやすい環境を整備すること

が重要であることから、国内の感染拡大防止の観点に基づき、被

保険者に傷病手当金の支給をするため改正するものです。 

 

【具体的な内容】 

 【対象者】  

被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又

は発熱等の症状があり感染が疑われる者  

【支給対象となる日数】  

労務に服することができなくなった日から起算して 3日を経

過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予

定していた日  

【支給額】  

１日当たりの支給額［＝（直近の継続した 3月間の給与収入

の合計額 ÷ 就労日数）×（2/3）］× 支給対象となる日数  

※ ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最

高等級の標準報酬月額の１/30 に相当する金額の 2/3 に相当す

る金額を超えるときは、その金額とする。 

 

【施行期日】 

 公布の日から施行する。 

  

担当課 健康福祉課 



議 会 提 出 案 件 の 要 旨 

 

提出形式 議案・諮問・承認・認定・同意・報告 番号 45 

提出時期 令和 2年 6月（定例会・臨時会） 

案件名 塙町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

要 旨 

 

【改正理由】 

 令和 2年度国民健康保険税を賦課するため、必要額から税を算定 

するに際し、按分率の改正が必要となるため。 

 

【具体的な内容】 

 国保税の算定基礎となる医療費給付分、後期高齢者支援金分、介 

 護納付金分、それぞれの所得割額の率、被保険者均等割額及び世 

帯別平等割額を改正する。 

 

【施行期日】 

 公布の日から施行します。 

 

 

 

 

担当課 町民課 


